
ジョイライフ訪問介護重要事項説明書

〔令和６年６月１日現在〕

１ 事業所の概要

（１） 事業者の名称、所在地、指定番号およびサービス提供地域

事業所名 ジョイライフ訪問介護

所在地 神奈川県横須賀市大矢部１－１０－４－１０１

０４６－８０３－３９３３

介護保険指定番号 １４７１９０７４９１ （横須賀市 ）

サービスを提供する地域 横須賀市

（上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください）

管理責任者 岸 愛美

損害賠償保険会社 三井住友海上火災保険株式会社

第三者評価の実施の有無 有 ・ 無 実施した直近の年月日

実施した評価機関の名称 評価結果の開示状況 有 ・ 無

（２） 営業日・サービス提供日等

事業所の営業日 月曜日～金曜日（事業所事務担当者）

事業所の営業時間 午前 ９：００ から 午後 ６：００まで

ただし、土・日、祝・祭日、１２月３０日から１月３日の年末・年始は

休業日とする。

サービス提供日 ３６５日営業

サービス提供時間 午前 ８：００ から 午後 ８：００まで

（３） 職員体制

職 種 業 務 人 員

管理者 管理者は、事業所の従業員の管理及び業

務の管理を一元的に行うとともに、従業

員に事業に関する法令等の規定を遵守さ

せるため必要な指揮命令を行う

１名（常勤・兼務）

サービス提供責任者 ・訪問介護計画の作成、変更等

・利用申し込みに係る調整

・利用者の状態の変化やサービスに関す

る意向を定期的に把握し、サービス担当

者会議への出席、利用者に関する情報の

共有等、居宅介護支援事業者等との連携

・訪問介護員に対し、具体的な援助目標

２名（常勤）
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及び援助内容を指示するとともに、利用

者の状況についての情報を伝達し、業務

の実施状況を把握する

・訪問介護員に対する業務管理、研修、

技術指導等のサービス内容の管理

訪問介護員 訪問介護員等は、要介護状態にある利用

者に対し、適切な訪問介護の提供に当た

る

８名

（常勤 ２名、兼務 １名、

非常勤 ５名）

（４） サービス提供の時間帯

通常時間帯

8：00～18：00

夜間

18：00～20：00

平日・土 ○ ○

日・祝日 ○ ○

※ 時間帯により料金が異なります。

（５） 事業計画及び財務内容について

事業計画及び財務内容については、利用者及びその家族にとどまらず全ての方に対し、求めが

あれば閲覧することができます。

２ 事業の目的

ＪＯＹライフ合同会社が開設するジョイライフ訪問介護（以下「事業所」という。）が行う指定

訪問介護の事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関す

る事項を定め、要介護状態にある高齢者に対し、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者

（以下「訪問介護員等」という。）が、利用者の居宅において適正な指定訪問介護を提供すること

を目的とする。

３ 運営の方針

１ 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有す

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全

般にわたる援助を行う。

２ 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスと

の綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

４ サービス内容

（１） 身体介護

① 食事介助 ② 入浴介助 ③ 排泄介助 ④ 整容 ⑤ 更衣介助 ⑥ 体位変換、清拭 等

（２） 生活援助

① 買い物・薬の受け取り ②一般的な調理・配下膳 ③ 掃 除 ④ 洗 濯

⑤ ベッドメイク ⑥ 衣類の整理・被服の補修 等
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（３） 通院等乗降介助

（４） その他サービス 介護相談 等

５ サービス提供の記録等

（１） サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「訪問介護記録書」等の書面に必要事項を記

入し、利用者の確認を受けます。

（２） 前記の「訪問介護記録書」その他の記録を、サービスの完結後５年間は適正に保管し、利用

者の求めに応じて開示します。開示に際して必要な複写料等の諸費用は、利用者の負担となりま

す。

６ 当事業所が提供するサービスについての相談窓口

相談、要望、苦情等の窓口

訪問介護に関する相談、要望、苦情等はサービス提供責任者までお申し出下さい。

電話 ： ０４６－８０３－３９３３ （月曜日～金曜日 午前 ９：００ から 午後 ６：００

まで）

担当 ： 武田恵美子 （サービス提供責任者） ※ご不明な点は、何でもお尋ねください。

前田 教子 （サービス提供責任者）

７ 利用料金

（１）利用者負担額

① 利用者負担額は介護保険の法定利用料に基づく金額です。

② サービスの対価として「料金表」に定める利用単位毎の料金を基に計算されたものとなり

ます。

③ 支給限度額を超える場合、その超えた分については全額自己負担になります。

④ 通常のサービス提供の範囲を超える費用（例：通院の院内介助、冠婚葬祭への外出等）に関

しては別契約となり、３０分あたり１，１００円の利用者自己負担となります。

⑤ 利用者負担額は、毎月月末締めとし、原則銀行または、郵便局引き落としとさせていただき

ます。

※ ③または④の介護保険外サービスの費用が必要となる場合には、事前に詳細を説明のう

え、利用者の同意を得なければならないこととされています。

（疑問点等があればお尋ねください）

８ サービスの利用方法

（１）サービスの利用開始

まずはお電話などでお申し込みください。当事業所職員がお伺いいたします。訪問介護計画作成

と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。

※ 居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。

（２）サービスの利用にあたっての留意事項

① 医療行為（褥瘡の処置・摘便 など）、座薬の挿入などできない内容があります。

② 利用者の日常生活の範囲を超えたサービスの提供はできません。（別紙１）
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③ 利用者の同居家族に対するサービス提供はできません。

④ 事業所では、原則として利用者宅の鍵のお預かりはいたしません。鍵の取り扱いについて

は、利用者又はその家族とご相談させていただきます。

⑤ 利用者と従業者の間での金銭の貸し借りは致しません。買い物代行支援の際は買い物代金

をお預かりしてからとなります。

⑥ 買い物代行時以外の金銭、預金通帳、カード、証書、書類などの預かりはできません。

⑦ 従業者へのハラスメントに該当する行為には必要な措置を講じます。（別紙２）

⑧ 従業者に対する贈物や飲食のもてなしはお受けできません。

⑨ 利用者又はその家族に、体調の変化があった際には事業所の従業者にご連絡下さい。

（３）サービスの終了

① お客様のご都合でサービスを終了する場合

サービスの終了を希望する日の1週間前までに文書でお申し出ください。

② 当事業所の都合でサービスを終了する場合

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がござい

ます。その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知いたします。

③ 自動終了（以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービス終了します）

・ お客様が介護保険施設に入所した場合

・ 介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当〔自立〕又

は要支援と認定された場合 ※この場合、条件を変更して再度契約することができ

ます。

・ お客様が逝去された場合

④ その他

・ 当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、お客

様やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当社が破産し

た場合、お客様は文書で解約を通知することによって即座に契約を解約することがで

きます。

・ お客様が、サービス利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告し

たにもかかわらず１カ月以内に支払わない場合。またはお客様やご家族の方などが、

当事業所や当事業所のサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を

行った場合は、当事業所により文書で通知することにより、即座にサービスを終了さ

せていただく場合がございます。

９ 事故発生時の対応

1 利用者に対する指定訪問介護のサービス提供により事故が発生した場合は、市町村、当該

利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

② 前項の事故の状況及び事故に際して取った処置を記録し、保存します。

③ 事業所の故意、過失により事故が発生した場合、利用者の生命・身体・財産に損害が発生

した場合は、不可抗力による場合を除き、速やかに利用者に対して損害を賠償します。

ただし、利用者に重過失がある場合は、事業者は賠償責任を免除、または、賠償額を減額

されるものとします。
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１０ 当事業所の訪問介護サービスの特徴など

事 項 有無 備 考

ホームヘルパーの変更の可否 有 変更を希望される方はお申し出ください

男性ヘルパーの有無 有 希望される方はお申し出ください

従業員への研修の実施 有 1ヶ月に1回全体研修があります

サービスマニュアルの作成 有 サービス提供責任者が手順書を作成しています

１１ 緊急時の対応方法

サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、親族、

居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。

主治医 主治医氏名

連 絡 先

ご家族 氏 名

連 絡 先

主治医への

連絡基準

１２ 守秘義務に関する対策

事業所、介護支援専門員およびその他の従業者は、サービス提供をする上で知り得た利者 およびそ

の家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様で

す。また、従業者について、従業者の退職後においてもこれらの秘密を保守するべき旨を、従業者

との雇用契約の 内容としています。

１３ 身体拘束の適正化

原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束は行いません。ただし、下記の通り、緊急やむ

を得ない理由により拘束をせざるを得ない場合は事 前に利用者及びその家族へ十分な説明をし、同

意を得るとともに、その対応及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由に

ついて記録します。

（１） 緊急性：直ちに身体拘束を行わなければ、利用者又は他人の生命・身体に危険が及ぶ事が考

えられる場合

（２） 非代替性：身体拘束以外に、利用者又は他人の生命・身体に危険が及ぶ事を防止する事がで

きない場合

（３） 一時性：利用者又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶ事がなくなった場合は、直ちに身

体拘束を解く

１４ 高齢者虐待防止に関する対策

（１） 指定居宅介護支援事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げると

おり必要な措置を講じます。
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・成年後見制度の利用を支援しています。

・従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。

・虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者 管理者 ・ 岸 愛美

（２） 人権の擁護・虐待の発生、その再発を防止するために高齢者虐待防止委員会を設置し、その

結果について従業者へ周知します。ほか、指針の整備、研修を実施します。 サービス提供中に、

当該事業所従業者又は擁護者（利用者の家族等高齢者を現に養 護 する者）による虐待を受けた

と思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

１５ 感染症の予防及びまん延防止のための対策

事業所内の衛生管理、介護ケアにかかる感染対策を行い、感染症の予防に努めます。 感染症の発生、

その再発を防止するために感染症対策委員会を設置し、その結果について従業者へ周知します。ほか、

指針の整備、研修および訓練を実施します。 また、新たな感染症発生時に対しては、業務継続計画

（BCP）に基づいて対応します。

１６ 天災等不可抗力

契約の有効期間中、地震・噴火等の天災、その他事業所の責めに帰すからざる事由 により、本サー

ビスの実施ができなくなった場合には、以後、事業者は利用者に対し て本サービスを提供すべき義

務を負いません。 また、大雪・大雨・強風等悪天候の場合は、訪問時間の遅延もしくは中止となる

場合があります。

１７ サービス内容に関する苦情

（１） 当事業所お客様相談・苦情窓口

担当 武田恵美子 ・ 前田教子 電話 ０４６－８０３－３９３３

（２） その他（当事業所以外に、県市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。）

横須賀市

福祉部介護保険課給付係 電話 ０４６－８２２－８２５３

受付時間（月曜日から金曜日（祝日を除く）８時３０分から１７時１５分ま

で）

神奈川県

国民健康保険団体連合会

介護保険課 電話 ０４５－３２９－３４４７

受付時間（月曜日から金曜日（祝日を除く）８時３０分から１７時１５分ま

で）

１８ 損害賠償について

サービス提供時において、サービス提供者の責任により利用者に生じた損害につい ては、事業者は、速

やかにその損害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。 ただし、損害の発生について

利用者に故意又は過失が認められた場合には、利用者の置かれた心身の状況等を斟酌して減額するのが相

と認められた場合には、事業者の損害賠償責任を減じさせていただきます。
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１９ 法人の概要

法 人 名 ＪＯＹライフ合同会社

設 立 平成 ３０年 ８月

所 在 地 神奈川県横須賀市大矢部１－１０－４－１０２

電話番号 ０４６－８９０－０２４５

代 表 者 代表社員 加藤 裕子

事業内容 居宅介護支援事業、訪問介護事業、一般乗用旅客自動車運送事業（福祉限定）
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（別紙１）

訪問介護サービスでは利用できないこと

訪問介護サービス（ヘルパーサービス）は、利用者の日常生活全般の状況やご希望をふまえて、 訪問介

護の目標と具体的なサービス内容等を記載した居宅サービス計画（ケアプラン）、訪問介 護計画により

日常生活の自立支援を目的としています。その為利用者以外のご家族の利便の為、日常生活に該当しない

事に関してはできません。

１. 「直接ご本人の援助」に該当しない行為

（１） 利用者本人への援助ではなく、ご家族のために行う行為や、家族が行うことが適当と判断差れ

る行為。（家事援助は、同居家族がいる場合ご家族が行うものとみなし生活援助のご利用はで

きません。）

①利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し 等

②主に利用者が使用する居室等以外の掃除

③来客の応接（お茶、食事の手配等）

④自家用車の洗車、掃除等

＊たとえば調理や洗濯について、ご家族の分もして欲しいという要望がありましても、ヘルパーは

ご本人の援助しかすることができませんので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

２. 「日常生活の援助」に該当しない行為

（１） ヘルパーが行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為

①草むしり、花木の水やり

②ペットの世話（犬の散歩、猫や鳥への餌やり）

（２） 日常的に行われる家事の範囲を超える行為

①家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え

②大掃除、窓ガラス磨き、ペンキ塗り

③屋内外の家屋の修理、ペンキ塗り

④植木の剪定等の園芸

⑸正月、節句等の為に特別手間をかけて行う料理等

※日常生活の援助とは、ご本人が毎日の生活を送る上で必要な援助の事を指し、大掃除やお屋

の模様替えなどは、毎日の生活を送る為の援助の範囲を超えると解釈されていますので、ご理

解くださいますようお願い申し上げます。

保険給付の範囲外のサービス（上記）のご利用をご希望される場合は、内容により別途契約 に基づく介

護保険サービス外での対応となります。 又は、市町村が実施する生活支援サービスやボランティアの活

用をご検討下さい。
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（別紙２）

介護現場におけるハラスメントの定義

１、 身体的暴力 身体的な力を使って危害を及ぼす行為（職員が回避したため危害を免れたケースを

含む） 例：● コップをなげつける ● たたかれる ● 蹴られる

● 唾を吐く ● 手をひっかく、つねる ● 服を引きちぎられる

● 手を払いのけられる ● 首を絞める

２、精神的暴力 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為

例：● 大声を発する ● サービスの状況をのぞき見する

● 怒鳴る ● 気に入っているホームヘルパー以外に批判的な言動をする

● 威圧的な態度で文句を言い続ける ● 刃物を胸元からちらつかせる

● 「この程度できて当然」と理不尽なサービスを要求する

● 利用者の夫が「自分の食事も一緒に作れ」と強要する

● 家族が利用者の発言をうのみにし、理不尽な要求をする

● 訪問時不在の事が多く書置きを残すと「予定通りサービスがなされていない」と して、謝

罪し正座するよう強く求める

● 「たくさん保険料を支払っている」と大掃除を強要、断ると文句を言う

● 利用料金の支払いを求めたところ、手渡しせずに、お金を床に並べてそれを拾っ て受け取

るように求められた

● 利用料金を数か月滞納。「請求しなかった事業所にも責任がある」と支払いを拒否する

● 特定の訪問介護員にいやがらせをする

３.セクシャルハラスメント 意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為

例：● 必要もなく手や腕をさわる ● 卑猥な言動を繰り返す ● 抱きしめる

● 女性のヌード写真をみせる ● 入浴介助中、あからさまに性的な話をする

● サービス提供に無関係に下半身を丸出しにして見せる

● 活動中のホームヘルパーのジャージに手を入れる

厚生労働省「介護現場におけるハラスメント対策」の「介護現場におけるハラスメント対策マニュ

アル（2019年年3月）より抜粋」


